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『
長
岡
郷
土
史
』
原
稿
募
集
要
項

�

令
和
五
年
五
月
二
十
七
日
改
定　

一　
（
刊
行
予
定
）『
長
岡
郷
土
史
』
は
長
岡
郷
土
史
研
究
会
が
原
則
と
し

て
年
一
回
発
行
す
る
も
の
で
す
。

二　
（
体
裁
）
判
型
Ｂ
五
判
、
縦
書
き
、
二
八
字
×
二
五
行
×
二
段
組

（
一
四
〇
〇
字
）、
基
本
版
面
縦
二
一
・
八
㎝
×
一
四
・
七
㎝
、
文
字
の

大
き
さ
は
一
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
紙
数
は
二
〇
〇
～
二
五
〇
ペ
ー

ジ
を
目
処
と
し
ま
す
。

三　
（
編
集
方
針
）
長
岡
地
域
に
か
か
わ
る
論
考
、
資
料
紹
介
、
本
会
の

活
動
報
告
な
ど
を
掲
載
し
、
郷
土
史
に
関
心
を
持
つ
多
く
の
人
た
ち
か

ら
読
ま
れ
る
よ
う
に
、
わ
か
り
や
す
く
見
や
す
い
編
集
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

四　
（
編
集
体
制
）
長
岡
郷
土
史
編
集
委
員
会
（
以
下
編
集
委
員
会
）

は
、
会
長
、
副
会
長
お
よ
び
編
集
幹
事
で
構
成
し
ま
す
。
編
集
委
員
会

事
務
局
（
以
下
事
務
局
）
は
長
岡
市
歴
史
文
書
館
内
（
〒
九
四
〇

－

〇
八
四
九　

長
岡
市
長
倉
西
町
四
五
八

－

七
、
℡
〇
二
五
八

－

三
六

－

七
八
三
二
）
で
す
。

五　
（
投
稿
資
格
）『
長
岡
郷
土
史
』
へ
の
投
稿
は
原
則
と
し
て
本
会
会
員

に
限
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
編
集
委
員
会
か
ら
の
依
頼
原
稿
に
関
し
て

は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

六　
（
投
稿
内
容
）
過
去
・
現
在
を
問
わ
ず
、
長
岡
地
域
に
か
か
わ
る
歴

史
や
地
理
、
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
・
民
俗
・
風
俗
な
ど
に
つ
い

て
の
自
由
な
論
考
や
資
料
紹
介
と
し
ま
す
。

七　
（
原
稿
分
量
）
一
編
に
つ
き
図
表
・
写
真
を
含
め
て
一
〇
ペ
ー
ジ
以

内
（
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
〇
枚
）
で
す
。
な
お
、
超
過
し
た
原
稿
を

掲
載
す
る
場
合
は
、
編
集
委
員
会
の
承
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

八　
（
図
表
・
写
真
）
基
本
版
面
の
大
き
さ
を
考
慮
し
て
作
成
し
て
く
だ

さ
い
（
折
込
不
可
）。

九　
（
投
稿
手
続
き
）
紙
数
に
制
限
が
あ
る
た
め
、
投
稿
希
望
者
は
あ
ら

か
じ
め
事
務
局
に
表
題
・
執
筆
者
名
・
ペ
ー
ジ
数
を
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。
申
し
出
の
あ
っ
た
投
稿
希
望
者
に
は
事
務
局
か
ら
執
筆
要
項
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
原
稿
を
作
成
し
、
原
稿
は
事
務
局
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

十　
（
原
稿
受
付
後
の
処
理
）
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
は
編
集
委
員
会
で
事

前
に
審
査
し
ま
す
。
原
稿
の
採
否
、
掲
載
の
順
序
な
ど
は
編
集
委
員
会

に
一
任
く
だ
さ
い
。

十
一　
（
校
正
）
執
筆
者
の
校
正
は
再
校
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

三
校
以
降
は
事
務
局
が
行
い
ま
す
。

十
二　
（
締
め
切
り
）
第
六
十
二
号
の
締
め
切
り
は
令
和
六
年
十
二
月
末

日
で
す
。

十
三　
（
そ
の
他
）
執
筆
者
に
は
刊
行
し
た
『
長
岡
郷
土
史
』
を
二
部
寄

贈
し
ま
す
。




